
第 418回岩手県青少年環境浄化審議会議事録 

 

１  日 時 

平成 27年 12月 11日（金） 

   午後１時 55分 から 午後３時まで 

 

２  場 所 

県庁Ｒ（13）階 Ｐ１－Ｋ会議室 

 

３  出席者 

（１） 委員（６名） 

遠藤  隆  会長 

大森 桂子  委員 

内宮  眞  委員 

米澤 慎悦  委員  

佐藤 文子  委員 

高橋 真紀  委員 

（２） 県側（２名） 

    若者女性協働推進室 青少年・男女共同参画課長 中里 裕美 

若者女性協働推進室 主査 木野下 博道 

 

４  会議の概要 

（１） 開 会 

中里課長の挨拶に続き、木野下主査から「風営法の改正について」と題し情報

提供あり。 

（２） 審議会成立 

事務局から、６名の委員が出席したことにより、青少年のための環境浄化に関す 

る条例第 23条第２項の規定（委員の半数以上の出席）に基づき、審議会成立を報 

告。 

（３） 議事録署名人の指名 

議事録署名人は会長のほかに、会長が内宮委員を指名。 

（４） 議事（要旨） 

【遠藤会長】 

本日の審議会は「諮問図書の審議」です。 

【事務局】 

条例第 10条第１項に基づく「青少年に不健全な図書類の指定」の適否に 

ついて、知事の諮問事項（図書類５冊）を説明。 

     【遠藤会長】 

       それでは、審査に入ります。各委員は審査をお願いします。 



 ― 各委員審査 ― 

 

【遠藤会長】 

審査が終わったようですので、各委員から審査結果の発表をお願いします。 

【内宮委員】 

全冊指定でお願いします。 

  今回は性的な表現の部分が非常に多く、見ただけでもういいかなという感

じがし、特に１番、２番、３番は、それがほとんどだったと思います。 

  ４番については、性的なもの、暴力団の話、それから犯罪を誘発するよう

なものがそれぞれ表現されていました。 

  最後の雑誌（５番）に関しては、青少年を性的なサイトへの誘導というこ

とでは、これも完全に（基準に）該当するのではないかと思います。 

【佐藤委員】 

  私も全冊指定でお願いしたいと思います。 

  やはり１番、２番、３番は、わいせつなものという印象がすごく強かった

です。 

  ４番は、わいせつなもの、それから薬のことがあったり、暴力団のことが

あったり、そういう部分が多かったので、これも指定ということです。 

  ５番ですが、有料のサイトを無料でというのがありましたし、袋とじのと

ころは、そういうサイトに入っていって見るのも悪影響だと思いますし、そ

の雑誌を見るだけでも影響を与えると思いましたので、これも指定でいきた

いと思います。 

【大森委員】 

  全冊指定でお願いしたいと存じます。 

  １番は、写真や表現がストレートでわいせつだということ。 

  ２番は、「目からウロコ、セックステクニック」とあるように、わいせつな

場面の表現が多すぎるということ。 

  ３番は、万引きとか、盗撮の手法だったり、あまりよい内容ではない。悪

いことが何でもないような表現がされたりしていて、やはり青少年には見せ

たくないというふうに思います。 

  ４番ですが、わいせつなこと、そして薬を本気で買おうと思ったり、まね

をしたくなるような表現があったりして、やはり青少年には適切ではないと

思います。 

  それから５番は、やはり内容がちょっと過激で、これらの映像の被写体に

なっている人もいるわけですから、ますますエスカレートしていくような感

じがしました。 

  そういうわけで、全冊指定でお願いします。 

【米澤委員】 

  全冊指定でお願いします。 



審議会委員署名 

 

   会長                       

 

   委員                       

  みなさんと同じですが、１番、２番は、タイトルほぼそのとおりという感

じで、１番は「巨乳好きオッサンのマル秘テクニック」ということで影響さ

れなければいいなと感じました。 

２番は、包括指定でもよいのではないかと思われるほど１冊丸々わいせつ

な内容でした。 

  ３番は、盗撮、性犯罪、万引き、出会い系サイトへの誘導とほぼ満載でし

た。 

  ４番につきましても、薬、ヤクザ、殺人、卑わいな写真とか、この中では

いちばん過激な内容でした。 

  ５番に関しては、卑わいな写真そのものでしたし、色々な犯罪、性的なサ

イトへの誘導ということで、これもかなり影響されそうな内容でした。 

【高橋委員】 

  私も全冊指定とさせていただきました。 

  みなさんと同じで、１番、２番は、非常に内容が卑わい、下品で、青少年

には見てほしくない商品だと思いました。特に２番はひどい感じで、（基準）

１の全ての項目に該当するのではないかという内容で、必要以上に興味を誘

う表現が多く、非常に卑わいな印象を受けました。 

  ３番は、特に書店としては、万引きの記事が時間帯とか、店員の動きとか

が詳しく書かれているのが非常に気になりまして、未成年の万引きは書店で

も問題になっておりますので、ここは目にして欲しくないという印象を受け

ました。 

  ４番は、事件、犯罪の記事がオンパレードで載っていますので、これも青

少年に悪影響だと思います。 

  ５番は、袋とじが完全にアウトということですし、違法とかは書いてはい

ませんが、誘発しかねない、悪影響を与えるのではないかという印象を受け

ました。 

【遠藤会長】 

はい、どうもありがとうございました。 

私も全冊指定ということですが、特に５番に関しては、新手の問題が絡ん

できて、表面的にはそうでもないのですが、そこから入っていくと子どもた

ちはみなスマホを持っていますので非常に危険だなと思いました。 

ということで、審議会としては全冊指定ということでお願いいたします。 

（５） その他 

    次回の開催予定として、平成 28年 1月 14日（木）を提案。   


